
対象事業：
農地整備事業、農業水利施設整備事業、
クリーク防災機能保全対策事業、ため池等整備事業、
湛水防除事業

新規評価マニュアルの見直し
【農業農村整備関係】
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１ 改正理由

これまでの基盤整備

○昭和40年代から、農業の生産性の向上を図るため、国や県等において

農地や農業用用排水路などの基盤整備を実施してきた。

（一次整備完了）

○これらほ場整備事業やかんがい排水事業等により造成された施設は、整

備後、相当年数が経過していることなどから、これまでに更新整備など必

要な手入れを行いながら、今日に至っている。

（これからは二次整備に移行）

○農業産出額向上のため、「さが園芸888運動」を展開中

○今後の人口減少下における激変に備えるため、将来的に保全すべき農地

のゾーニングに合わせた農業水利施設の統廃合、管理体制の再構築など、

施設の重要度に応じた管理レベルの適正化が必要

○稼げる農業の確立を目指して「地域の営農構想の策定」、「担い手の

確保」、これらを実現するための「基盤整備」の３つを一体的に取り組む

今後の基盤整備の進め方

農業水利施設の統廃合

担い手への農地集約

凡 例
担い手農家 A
担い手農家 B
担い手農家 C
小規模農家 D

頭首工

頭首工

頭首工
頭首工

園芸作物の導入
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新規採択の前提条件

項 目 内 容

稼げる農業の確立

営農構想が適切である
米・麦・大豆や露地野菜などの複合経営や高収益作物の新規
導入、生産コストの低減などによる所得の向上が見込まれ、
農業産出額アップに寄与できる。

農業経営の担い手が見
込まれている

集落営農組織の法人化や企業を誘致するなど、担い手（法人
経営等）が確保できている、又は確保が見込まれる。

農業生産基盤の整備が
求められている

地域農業の将来像（営農や担い手）の実現に向けた農業生産
基盤の整備に係る費用を回収し、所得の更なる向上が見込ま
れる。

防災重点ため池の
整備

ため池整備については、ため池決壊時に下流域への影響が想
定される防災重点ため池に位置付けられており、地域防災対
策としての優先度に応じて整備する。

水環境整備事業 削除

農道整備事業 削除

中山間地域総合整備事業

経営体育成基盤整備事業
（旧土地改良総合整備事業） 農地整備事業

農業水利施設保全対策事業 農業水利施設整備事業

新規評価マニュアル 対象事業の見直し（農地整備課）

○「今後の基盤整備の進め方」に合わせて、現行事業を「農地」と「水」

の整備に分類

○当面事業化の予定がない事業は削除

○維持管理事業は長寿命化計画に基づき事業を実施

【現行】 【見直し後】 【現行】 【見直し後】

【生活関連事業】

中山間地域総合整備事業 削除

水環境整備事業 削除

農道整備事業 削除

農道整備事業 削除

土地改良事業
（水利施設）

現行どおり

【生活関連事業】

【産業活性化事業】

【維持管理事業】

【広域事業】
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【主な内容】

○稼げる農業の確立に向けた「地域の営農構想」を評価できるように

見直し・・・「園芸作物の作付け拡大」、「農業生産額の向上や省力化」、

「担い手の確保」、「農地の集積・集約」など

マニュアル見直し（案）

農業振興Ⅰ位置付け

評価指標：園芸作物の作付け拡大

評価要素：事業の実施により園芸作物の作付面積が増加する見込みがある

A
A

A AB

C

BB

C
C

C

C

D D
D

A

A
A

B

AB

C

事業実施前 事業実施後

園芸作物
作付け拡大

担い手の確保
農地の集積・集約

評価指標：農地の集積・集約

評価要素：集落営農法人や個別経営体などに農地を集積・集約する計画がある

【主な内容】

○「地域の営農構想」の実現に向けた基盤整備を評価できるよう

見直し・・・「明確な必要性」…共通

「施設の効率化」…農業水利施設整備事業

事業の必要性Ⅱ必要性
・効果 評価指標：明確な必要性

評価要素：地域農業の将来像（営農や担い手）の実現に向け本事業を実施する
必要性が認められる

評価指標：施設の効率化

評価要素：将来的に保全すべき農地のゾーニングに合わせた農業水利施設の
再編整備計画がある

取水口

連絡水路
農地

現状

頭首工

河川

取水口

連絡水路

連絡水路
の新設

農地

将来河川

頭首工の
廃止・統合

連絡水路
の新設

頭首工

現状

ダム

耕作放棄地

耕作放棄地

耕作
放棄地

耕作放棄地

ダム

林地化

林地化

水利施設の
廃止・付け替え

非農用地化

水路付け替え

入れ替え
再整備

用水の
転用

非農用地化

将来

（例）樹園地のかん水施設の再編＋農地の再整備（例）頭首工（取水堰）の統廃合＋水路の整備
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【主な内容】

○人口減少化の構造変化に対応した農業水利施設の管理体制を評価

できるよう見直し・・・「維持管理体制の確保」…共通

地元状況Ⅲ実施環境

評価指標：維持管理体制の確保

評価要素：施設管理者と地域組織（多面交付金活動組織、農業法人等）が連携
した計画的な保全管理体制が整っている

評価指標：維持管理体制の確保

評価要素：施設の管理に係る専任の職員が配置されている

（評価項目） （評価指標） （評価要素） （評価指標） （評価要素）

10

5

農地整備に係る費用以上の農業生産額が見込める 20

事業の実施により作業効率の向上や維持管理労力の軽減が見込め
る

10

集落営農組織の法人化や企業参入など将来的な担い手確保が見込
める

20

後継者を集落で育成するなど将来の耕作者確保が見込める 10

農事組合法人や会社法人などに農地を集積・集約する計画がある 10

将来的に保全すべき農地のゾーニング計画がある 5

　Ⅰ．位置付け
（県の施策や役割）

（評価視点）

事業の実施により園芸作物の作付面積が増加する見込みがある

事業の実施により園芸作物の作付面積が維持できる

各種計画との整合性 農業振興地域整備計画
等

県・市町村が定める農業振興地域整備計画ほか、県・市町村の総
合計画等に事業内容が位置づけられている

20
農業振興地域整備計画

等
県・市町村が定める農業振興地域整備計画ほか、県・市町村の総合計画
等に事業内容が位置づけられている

20

農業振興 農地の高度利用
・事業の実施により地区の耕地利用率が増加し、県平均値の利用
率を上回る見込みがある
・事業の実施により地区の耕地利用率の増加は見込まれるが、県
平均値までには達しない
・事業実施後において、耕地利用率の増加が見込めない

20

10

0

園芸作物の作付け拡大

農業生産性の向上 （地区の主要作物の労働時間の短縮）
以下のいずれかに該当すること
・水稲であれば労働時間が事業実施後に25hr/10a以下となる見込
みがある
・その他の作物であれば50%以上短縮される見込みがある

15

農業生産性の向上 平坦
地域

農地整備に係る費用以上の農業生産額が見込める
　または
農地の大区画化又はスマート農業導入による省力化の計画がある

20

中山間
地域

経営規模の拡大
・事業の実施により担い手が経営する農地面積が増加し、担い手
への農地利用集積率が県平均値を上回る見込みがある
・事業の実施により担い手が経営する農地面積の増加は見込まれ
るが、担い手への農地集積率は県平均値までには達しない
・事業実施後において、担い手への農地集積率の増加が見込めな
い

20

10

0

担い手の確保 平坦
地域

集落営農組織の法人化や企業参入など将来的な担い手確保が見込
める

20

中山間
地域

農地の集積・集約 平坦
地域

農事組合法人や会社法人などに農地を集積・集約する計画がある 10

中山間
地域

産地指定作物（野菜・
果樹）の導入

野菜指定産地、果樹濃密生産団地においては、その指定を受けた
作物が導入される計画となっている

15
産地指定作物（野菜・
果樹）の導入

野菜指定産地、果樹産地構造改革計画で対象とする産地においては、そ
の指定を受けた作物が導入される計画となっている

10

産地としての集団的取
り組み

当該地区を含む地域において、土地利用型作物の生産振興等につ
いて検討がなされるなど、作付・生産を検討する協議が行われて
いる

10
産地としての集団的取
り組み

当該地区を含む地域において、園芸作物の生産振興等について検討がな
されるなど、作付・生産を検討する協議が行われている

10

現行のマニュアル マニュアル改定（案）

○稼げる農業の確立に向けた「地域の営農構想」を評価できるように見直し

○「地域の営農構想」の実現に向けた基盤整備を評価できるよう見直し

○人口減少化の構造変化に対応した農業水利施設の管理体制を評価できるよう見直し

経営体育成基盤整備事業 農地整備事業

新規評価マニュアル 新旧対照表
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20

10

Ⅱ．必要性・効果
（現状・課題・効果）

Ⅲ．実施環境
（実施するための条件）

事業の必要性 明確な必要性 地域農業の発展阻害要因が明確であり、その解消のために本事業
を実施する必要性が認められる 30 明確な必要性

10

地域農業の将来像（営農や担い手）の実現に向け本事業を実施する必要
性が認められる 40

施設の機能 全ての更新施設が耐用年数以上となっているか、施設の機能低下
が見受けられる

10

費用対効果（B／C） 費用対効果（B／C）が１．０以上 50 費用対効果（B／C） 費用対効果（B／C）が１．０以上

他の公共事業との連携 他事業との連携を図るため、早急に本事業を実施する必要がある 10 他の公共事業との連携 他事業との連携を図るため、早急に本事業を実施する必要がある

50

地元状況
市町村及び受益農家の

合意形成
関係市町村の同意が得られ、受益者の大部分の同意が得られてい
る

15
市町及び受益農家の

合意形成
関係市町の同意が得られ、受益者の大部分の同意が得られている 10

事業の効果

受益者の負担能力 市町村及び農家の負担について同意が確実であり、農家負担を伴
う場合は所得償還率≦０．４

15 受益者の負担能力 市町村及び農家の負担について同意が確実であり、農家負担を伴う場合
は所得償還率≦０．４

10

事業推進体制の整備 事業推進協議会が設立されているか、もしくは土地改良区の総会
又は総代会において事業推進に関する決議が得られている

10 事業推進体制の整備 事業推進協議会が設立されているか、もしくは土地改良区の総会又は総
代会において事業推進に関する決議が得られている

10

10

維持管理体制の確保 維持管理について予定管理者の同意が得られている 10 維持管理体制の確保
施設管理者と地域組織（多面交付金活動組織、農業法人等）が連携した
計画的な保全管理体制が整っている

施設管理者が将来的に施設を管理できる体制が整っている

施設所有者、文化財管理者等関係者との調整が図られ、また、河
川管理者、道路所有者等との協議において基本的事項が確認され
ている

10 関係機関との事前調整 施設所有者、文化財管理者等関係者との調整が図られ、また、河川管理
者、道路所有者等との協議において基本的事項が確認されている

営農支援体制の整備 農協、普及センター等を含めた営農支援体制が整っている 10 営農支援体制の整備 農協、普及センター等を含めた営農支援体制が整っている

10

技術的可能性 関係法令・基準等との
整合

工法は妥当性のあるもので、関係法令、基準等に適合している 10
関係法令・基準等との

整合
工法は妥当性のあるもので、関係法令、基準等に適合している 10

他部局との調整 関係機関との事前調整

採択要件との適合 事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準の要件に適
合している

10 採択要件との適合 事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準の要件に適合して
いる

10

経済性・効率性 事業費の設定が適切であり、経済的に妥当なものとなっている 10 経済性・効率性 事業費の設定が適切であり、経済的に妥当なものとなっている 10

環境等 環境との調和に配慮
（定性評価）

環境との調和に配慮
（定性評価）

生活環境対策
（定性評価）

生活環境対策
（定性評価）

コスト縮減策 コスト縮減策

（評価項目） （評価指標） （評価要素） （評価指標） （評価要素）

10

5

水利施設整備に係る費用以上の農業生産額が見込める 20

事業の実施により作業効率の向上や維持管理労力の軽減が見込め
る

10

集落営農組織の法人化や企業参入など将来的な担い手確保が見込
める

20

後継者を集落で育成するなど将来の耕作者確保が見込める 10

農事組合法人や会社法人などに農地を集積・集約する計画がある 10

将来的に保全すべき農地のゾーニング計画がある 5

（評価視点）

　Ⅰ．位置付け
（県の施策や役割）

各種計画との整合性 農業振興地域整備計画
等

県・市町村が定める農業振興地域整備計画ほか、県・市町村の総
合計画等に事業内容が位置づけられている 20

農業振興地域整備計画
等

農業振興 農業振興上の位置付け
農業水利施設の機能が持続され、農業経営の安定化が図られる計
画となっている 40 園芸作物の作付け拡大

事業の実施により園芸作物の作付面積が増加する見込みがある

公共施設等への被害防
止

農業生産性の向上 平坦
地域

水利施設整備に係る費用以上の農業生産額が見込める
　または
農地の大区画化又はスマート農業導入による省力化の計画がある

県・市町村が定める農業振興地域整備計画ほか、県・市町村の総合計画
等に事業内容が位置づけられている 20

20

中山間
地域

担い手の確保 平坦
地域

集落営農組織の法人化や企業参入など将来的な担い手確保が見込
める

20

中山間
地域

農地の集積・集約 平坦
地域

農事組合法人や会社法人などに農地を集積・集約する計画がある 10

中山間
地域

産地指定作物（野菜・
果樹）の導入

野菜指定産地、果樹産地構造改革計画で対象とする産地においては、そ
の指定を受けた作物が導入される計画となっている

10

産地としての集団的取
り組み

当該地区を含む地域において、園芸作物の生産振興等について検討がな
されるなど、作付・生産を検討する協議が行われている

10

公共施設等への被害が防止、または、軽減される 30

事業の実施により園芸作物の作付面積が維持できる

整備・事業計画等 各部の施策に関する方
針等

農林水産部の施策に関する方針等に位置付けられている 10

現行のマニュアル マニュアル改定（案）
農業水利施設保全対策事業 農業水利施設整備事業
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20

10

環境等 環境との調和に配慮
（定性評価）

環境との調和に配慮
（定性評価）

生活環境対策
（定性評価）

生活環境対策
（定性評価）

コスト縮減策 コスト縮減策

経済性・効率性 事業費の設定が適切であり、経済的に妥当なものとなっている 10 経済性・効率性 事業費の設定が適切であり、経済的に妥当なものとなっている 10

採択要件との適合 事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準の要件に適
合している

10 採択要件との適合 事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準の要件に適合して
いる

10

10

技術的可能性
関係法令・基準等との

整合
工法は妥当性のあるもので、関係法令、基準等に適合している 10

関係法令・基準等との
整合

工法は妥当性のあるもので、関係法令、基準等に適合している 10

他部局との調整 関係機関との事前調整
施設所有者、文化財管理者等関係者との調整が図られ、また、河
川管理者、道路所有者等との協議において基本的事項が確認され
ている

10 関係機関との事前調整 施設所有者、文化財管理者等関係者との調整が図られ、また、河川管理
者、道路所有者等との協議において基本的事項が確認されている

営農支援体制の整備 農協、普及センター等を含めた営農支援体制が整っている 10 営農支援体制の整備 農協、普及センター等を含めた営農支援体制が整っている 10

維持管理体制の確保 維持管理について予定管理者の同意が得られている 10 維持管理体制の確保
施設の管理に係る専任の職員が配置されている

施設管理者と地域組織（多面的交付金活動組織、農業法人等）が連携し
た計画的な保全管理体制が整っている

事業推進体制の整備 事業推進協議会が設立されているか、もしくは土地改良区の総会
又は総代会において事業推進に関する決議が得られている

10 事業推進体制の整備 事業推進協議会が設立されているか、もしくは土地改良区の総会又は総
代会において事業推進に関する決議が得られている

10

受益者の負担能力 市町村及び農家の負担について同意が確実であり、農家負担を伴
う場合は所得償還率≦０．４

15 受益者の負担能力 市町村及び農家の負担について同意が確実であり、農家負担を伴う場合
は所得償還率≦０．４

10

50

Ⅲ．実施環境
（実施するための条件）

地元状況 市町村及び受益農家の
合意形成

関係市町村の同意が得られ、受益者の大部分の同意が得られてい
る 15

市町及び受益農家の
合意形成

関係市町の同意が得られ、受益者の大部分の同意が得られている 10

事業の効果 費用対効果（B／C） 費用対効果（B／C）が１．０以上 50 費用対効果（B／C） 費用対効果（B／C）が１．０以上

他の公共事業との連携 他事業との連携を図るため、早急に本事業を実施する必要がある 10 他の公共事業との連携 他事業との連携を図るため、早急に本事業を実施する必要がある 10

地域農業の将来像（営農や担い手）の実現に向け本事業を実施する必要
性が認められる

20

施設の機能
施設の機能低下が見受けられ、ここ数年の補修工事費及び維持管
理費が以前に比べて、飛躍的に増大している。または、近い将
来、飛躍的な増大が予想される

10 施設の効率化 将来的に保全すべき農地のゾーニングに合わせた農業水利施設の再編整
備計画がある

20

Ⅱ．必要性・効果
（現状・課題・効果）

事業の必要性 明確な必要性 地域農業の発展阻害要因が明確であり、その解消のために本事業
を実施する必要性が認められる

30 明確な必要性

新規評価マニュアル 対象事業の見直し（農山漁村課）

○「今後の基盤整備の進め方」に合わせて、クリーク防災機能保全対策事
業、ため池等整備事業、湛水防除事業の位置づけと必要性を見直し
○ため池等整備事業（ため池整備）の危険度の判定について、地震・豪雨
に対する評価指標に見直し

【現行】 【見直し後】

【生活関連事業】

クリーク防災機能保全対策事業 クリーク防災機能保全対策事業

湛水防除事業 湛水防除事業

ため池等整備事業 ため池等整備事業

【産業活性化事業】

湛水防除事業 湛水防除事業

クリーク防災機能保全対策事業 クリーク防災機能保全対策事業

ため池等整備事業 ため池等整備事業
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マニュアル見直し（案）

農業振興Ⅰ位置付け

評価指標：農業生産性の向上

評価要素：〇米・麦・大豆や露地野菜などの複合経営や高収益作物の新規導入
など所得向上の見込みがある

〇事業の実施により、作業効率の向上や維持管理労力の軽減の
見込みがある

評価指標：担い手の確保

評価要素：〇集落営農組織の法人化や企業参入など将来的な担い手確保の
見込みがある

〇事業の実施により農業経営の維持ができる

【主な内容】

○稼げる農業の確立に向けた「地域の営農構想」を評価できるように

見直し・・・「農業生産性の向上」、「担い手の確保」

…クリーク防災機能保全対策事業、ため池等整備事業、湛水防除事業

水田の汎用化により
畑作振興

地域の営農を保全 農地の乾田化

【主な内容】

○「地域の営農構想」の実現に向けた基盤整備を評価できるよう

見直し・・・「明確な必要性」

…クリーク防災機能保全対策事業、ため池等整備事業、湛水防除事業

事業の必要性Ⅱ必要性
・効果

評価指標：明確な必要性

評価要素：地域農業の将来像（営農や担い手）の実現に向け本事業を実施する
必要性が認められる

水路内に堆積した土砂

波浪等により浸食された水路法面

高位となっている水路管理水位を
下げる

暗渠排水施設の機能が回復

・浸食した法面の復旧
・堆積土砂の撤去

農地の乾田化を促進
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【主な内容】

○地震・豪雨時における危険度を評価できるよう見直し・・・「危険

度の判定」 …ため池等整備事業（ため池整備）

事業の緊急性Ⅱ必要性
・効果 評価指標：危険度の判定

評価要素：〇地震耐性評価の結果、ＡＡ種に該当するため池の場合、許容沈下量
を満足しない。
Ａ種に該当するため池の場合、安全率が１．２未満

〇豪雨耐性評価の結果、ため池の設計洪水量に対する洪水吐の断面
不足。または設計洪水位に対する堤体及び洪水吐の余裕高不足

豪雨による被災 洪水吐の断面不足

地震対策

◆新規評価マニュアル新旧対照表（クリーク防災機能保全対策事業）

変更前 変更後

18
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変更前 変更後

19
以降、実施環境変更なし

◆新規評価マニュアル新旧対照表（ため池等整備事業）

変更前 変更後

20
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変更前 変更後

21

変更前 変更後

22

以降、実施環境変更なし
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◆新規評価マニュアル新旧対照表（湛水防除事業）

変更前 変更後

23

変更前 変更後

24
以降、実施環境変更なし
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